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証券決済未了の場合及びバイインの取扱いに関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、業務方法書第６２条の３及び第６３条の規定に基づき、ＤＶＰ決済

に係る証券決済未了の場合及びバイインの取扱いに関し、必要な事項を定める。 

 

（証券決済未了の制限） 

第２条 業務方法書第６２条の２第１項に規定する当社が必要と認めて定める日は、次の

各号に掲げる日とする。 

（１） いずれの金融商品取引所（指定市場開設者であるものに限る。）においても上場

廃止となった銘柄（同時に他の指定金融商品市場に上場する場合を除く。）について、

上場廃止の日の前日から起算して４日目の日（休業日を除外する。以下日数計算につ

いて同じ。）。ただし、当該銘柄のうち転換社債型新株予約権付社債券について、当該

４日目の日が業務方法書第６４条第３項第２号から第４号までに掲げる日に当たる場

合には５日目の日とし、次のａ又はｂに定める場合には６日目の日とする。 

ａ 上場廃止の日の前日から起算して４日目の日が、業務方法書第６４条第３項第２

号又は第３号に定める日の前日であって、かつ、同項第４号に定める日に当たる場

合 

ｂ 上場廃止の日の前日から起算して４日目の日が業務方法書第６４条第３項第２号

又は第３号に定める日に当たり、かつ、その翌日が同項第４号に定める日に当たる

場合 

（２） 指定金融商品市場に株券が上場されている会社が併合等（株式の併合、株式の

分割と同時に単元株式数を増加し又は単元株式数についての定款の定めを設けること

等をいう。以下この号において同じ。）を行う場合において当該併合等が行われる銘柄

について、当該併合等の効力発生の日の前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げ

る。） 

（３） 利付転換社債型新株予約権付社債券について、業務方法書第６４条第３項第２

号又は第３号に定める日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）が同

項第４号に定める日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に当たる

ときは、当該日の前日 

（４） 前各号に掲げる日のほか、当社が必要と認める日 

２ 前項第２号の規定は優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び受益証券発行信

託の受益証券について、それぞれ準用する。 
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（遅延損害金の授受） 

第３条 証券決済未了に係る渡方現物清算参加者（以下「証券決済未了渡方清算参加者」

という。）は、証券決済未了の場合、その日のＤＶＰ清算値段に証券決済未了に係る有価

証券の数量を乗じた額１００円につき４銭の遅延損害金を当社に支払わなければならな

い。 

２ 証券決済未了渡方清算参加者は、利付転換社債型新株予約権付社債券について、業務

方法書第６４条第３項第４号に定める日の前日における証券決済未了の場合、前項の規

定による遅延損害金に加え、当該定める日におけるＤＶＰ清算値段に証券決済未了に係

る有価証券の数量を乗じた額１００円につき４銭の遅延損害金を当社に支払わなければ

ならない。 

３ 当社は、前２項の規定により受領した遅延損害金を、証券決済未了に係る受方現物清

算参加者（以下「証券決済未了受方清算参加者」という。）に交付する。 

４ 前３項の規定による遅延損害金の授受に際して必要な端数金額の取扱いは、当社が定

める。 

 

（遅延違約金の支払い） 

第４条 証券決済未了渡方清算参加者は、約定決済日から起算して５日目以降の日におけ

る証券決済未了の場合は、その日のＤＶＰ清算値段に証券決済未了に係る有価証券の数

量を乗じた額１００円につき２銭の遅延違約金を当社に支払わなければならない。 

２ 証券決済未了渡方清算参加者は、利付転換社債型新株予約権付社債券について、約定

決済日から起算して５日目以降の日であって業務方法書第６４条第３項第４号に定める

日の前日における証券決済未了の場合、前項の規定による遅延違約金に加え、当該定め

る日におけるＤＶＰ清算値段に証券決済未了に係る有価証券の数量を乗じた額１００円

につき２銭の遅延違約金を当社に支払わなければならない。 

３ 前２項の遅延違約金のほか、転換社債型新株予約権付社債券以外の有価証券について、

業務方法書第６４条第３項各号に掲げる日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。

以下同じ。）において、証券決済未了により決済を翌日（休業日に当たるときは、順次繰

り下げる。以下同じ。）に繰り延べた場合には、証券決済未了渡方清算参加者は、同項各

号に掲げる日の各銘柄のＤＶＰ清算値段と同項各号に掲げる日の２日前の日の各銘柄の

ＤＶＰ清算値段のうちいずれか高い清算値段に証券決済未了に係る有価証券の数量を乗

じた額１００円につき８銭の期末銘柄等遅延違約金を当社に支払わなければならない。 

４ 第１項及び第２項の遅延違約金のほか、転換社債型新株予約権付社債券について、業

務方法書第６４条第３項第２号又は第３号に掲げる日の前日において証券決済未了によ

り決済を翌日に繰り延べた場合（利付転換社債型新株予約権付社債券について、同項第
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２号又は第３号に掲げる日の前日が同項第４号に掲げる日に当たるときは、同項第２号

又は第３号に掲げる日の２日前の日において、証券決済未了により決済を２日後に繰り

延べた場合）には、証券決済未了渡方清算参加者は、同項第２号又は第３号に掲げる日

の前日の各銘柄のＤＶＰ清算値段と同項第２号又は第３号に掲げる日の３日前（この項

前段のかっこ書の規定により決済を２日後に繰り延べた場合には４日前）の日の各銘柄

のＤＶＰ清算値段のうちいずれか高い清算値段（以下「期末銘柄等遅延違約金算定値段」

という。）に証券決済未了に係る転換社債型新株予約権付社債券の数量を乗じた額１００

円につき８銭の期末銘柄等遅延違約金を当社に支払わなければならない。ただし、同項

第２号又は第３号に掲げる日において決済を行った場合は、当該決済を行った数量に係

る期末銘柄等遅延違約金は、期末銘柄等遅延違約金算定値段に当該決済を行った数量を

乗じた額１００円につき２銭とする。 

５ 前条第４項の規定は、第１項及び第２項の規定による遅延違約金の支払い並びに前２

項の規定による期末銘柄等遅延違約金の支払いについて準用する。 

 

（配当金又は権利の引渡通知書） 

第５条 業務方法書第６４条第３項第１号に定める日（休業日に当たるときは、順次繰り

上げる。）において、証券決済未了により決済を繰り延べた場合には、証券決済未了渡方

清算参加者と当社が指定する証券決済未了受方清算参加者は、配当金、権利等に係る取

扱いについて、協議するものとする。この場合においては、当該証券決済未了渡方清算

参加者は、所定の「配当金・権利等引渡通知書」を当該証券決済未了受方清算参加者に

交付するものとする。 

２ 前項前段の規定は、業務方法書第６４条第３項第２号及び第３号に定める日（休業日

に当たるときは、順次繰り上げる。）において、証券決済未了により決済を繰り延べた場

合に準用する。 

 

（売買単位未満株式の金銭処理） 

第６条 前条第１項の規定により「配当金・権利等引渡通知書」を交付した場合において、

証券決済未了渡方清算参加者が引き渡すこととなる権利のうち、売買単位に満たない数

の株式（以下「売買単位未満株式」という。）に係る権利については、証券決済未了渡方

清算参加者は、当該売買単位未満株式の買取りを発行会社に請求することができること

となった日に買取りを請求した場合の当該発行会社による買取価格に当該売買単位未満

株式の数を乗じて得た額の金銭を当該証券決済未了受方清算参加者に交付するものとす

る。ただし、証券決済未了渡方清算参加者と当該証券決済未了受方清算参加者との間で、

売買単位未満株式に係る権利の処理について別段の定めをした場合は、この限りでない。 



９ 『証券決済未了の場合及びバイインの取扱いに関する規則』 

4 
 

 

（転換社債型新株予約権付社債券の経過利子） 

第７条 証券決済未了渡方清算参加者は、約定決済日の翌日以降の経過利子を当社及び証

券決済未了受方清算参加者に請求することができない。 

 

（利子相当額の引渡し） 

第８条 証券決済未了渡方清算参加者は、利付転換社債型新株予約権付社債券について、

業務方法書第６４条第３項第４号に定める日の前日における証券決済未了の場合は、引

渡しに係る決済未了有価証券の利子に相当する額の総額から同第５０条第４項の規定に

よりその日のＤＶＰ受払代金から除外された金銭の額のうちその日における単位算出経

過利子に相当する額を差し引いた額の金銭を当社に支払わなければならない。 

２ 当社は、前項の規定により受領した金銭を、証券決済未了受方清算参加者に交付する。 

３ 前２項の規定により支払い又は交付する金銭の額は、その日のＤＶＰ受払代金に含め

て授受するものとする。 

４ 業務方法書第５３条の規定に基づき有価証券の引渡しの限度額を算出する場合におい

て、第１項の規定により支払う金銭の額が第２項の規定により交付を受ける金銭の額を

上回っているときは、同条第１項第２号に規定するＤＶＰ受払代金として当社に支払い

（同第５１条第２項の規定による充当によるものを除く。）をした額（前項の規定により

ＤＶＰ受払代金に含めて授受される金銭の額を加えた後の支払額をいう。）から、前項の

規定によりＤＶＰ受払代金に含めて授受される金銭の額を控除するものとし、第２項の

規定により交付を受ける金銭の額が第１項の規定により支払う金銭の額を上回っている

ときは、同第５３条第１項第２号に規定するＤＶＰ受払代金として当社に支払い（同第

５１条第２項の規定による充当によるものを除く。）をした額（前項の規定によりＤＶＰ

受払代金に含めて授受される金銭の額を控除した後の支払額をいう。）に、前項の規定に

よりＤＶＰ受払代金に含めて授受される金銭の額を加えるものとする。 

 

第９条 削除 

 

（バイインの請求） 

第１０条 証券決済未了受方清算参加者は、証券決済未了による決済の繰延べが２日間以

上続いている場合には、当該証券決済未了に係る有価証券について、当社に対しバイイ

ンの請求を行うことができる。ただし、次の各号に掲げる日においては、バイインの請

求を行うことができない。 

（１） 業務方法書第６４条第３項第２号（転換社債型新株予約権付社債券に限る。）又
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は第３号に該当する銘柄について、当該各号に掲げる日及びその前日 

（２） いずれの金融商品取引所（指定市場開設者であるものに限る。）においても上場

廃止となった銘柄について、上場廃止の日以降の日 

（３） 利付転換社債型新株予約権付社債券について、業務方法書第６４条第３項第２

号又は第３号に定める日の前日が同項第４号に定める日に当たるときは、同項第２号

又は第３号に定める日の２日前の日 

（４） 前各号に掲げる日のほか、当社が必要と認める日 

 

（バイインの請求時間） 

第１１条 バイインの請求は、午後１時３０分から午後２時３０分までの間に行うものと

する。ただし、当社は、必要があると認めるときは、当該請求時間を臨時に変更するこ

とができる。 

 

（バイインの請求の失効） 

第１２条 第２条第１項第２号に掲げる日又は第１０条各号に掲げる日までに行われたバ

イインの請求は、当該前日においてもなお、バイインによって当該請求に係る決済未了

有価証券のすべてについて売買が成立しない場合は、当該成立しない部分についてその

効力を失うものとする。 

 

（バイインの請求の取下げ） 

第１３条 証券決済未了受方清算参加者は、バイインの請求日から起算して５日目の日以

降は、当該請求を取り下げることができる。この場合において、当該請求の取下げはバ

イインの請求日の早いものから順に行うものとし、請求日を同一とする請求については

そのすべてを取り下げるものとする。 

２ 前項のバイインの請求の取下げに係る当社への申告は、午前９時から午後１時までの

間に行うものとする。ただし、当社は、必要があると認めるときは、当該申告時間を臨

時に変更することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当社は、必要があると認めるときは、当該請求の取下げ

を制限することができる。 

 

（バイインによる売買の買方現物清算参加者の指定及び買付申込み） 

第１４条 証券決済未了受方清算参加者がバイインの請求を行った場合において、当該請

求日から起算して４日目の日のＤＶＰ決済に係る決済時限を超えてもなお当該証券決済

未了受方清算参加者の決済が繰り延べられている場合には、当社は、当該請求が行われ
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た時点以前において証券決済未了渡方清算参加者となっていた現物清算参加者のうちか

ら、バイインの買付けを行うべき現物清算参加者を指定する。この場合においては、当

該現物清算参加者は、当該指定の日に当社が指定する数量について自己の計算において

バイインの買付けの申込みを行ったものとみなす。 

２ 前項のバイインによる売買の一部又は全部が成立しなかった場合の未成立数量につい

ては、当社は、翌日以降当該数量についてバイインによる売買が成立するまでの間、毎

日、バイインの買付けを行うべき現物清算参加者を指定する。この場合においては、当

該現物清算参加者は、当該指定の日に当社が指定する数量について自己の計算において

バイインの買付けの申込みを行ったものとみなす。ただし、当該バイインの請求がその

効力を失った場合及び当該証券決済未了受方清算参加者が当該請求を取り下げた場合は、

この限りでない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、必要があると認めるときは、バイインによる売

買を制限することができる。 

 

（バイインによる売買の売付申込み） 

第１５条 バイインの買付けに対する売付けの申込みは、現物清算参加者が、次の各号に

定めるところにより行うものとする。 

（１） 売付申込時間 

バイインの買付けに対する売付けの申込みは、バイインによる売買を行う日の午後

３時３０分から午後４時までの間において、当社に対して行うものとする。ただし、

当社は、必要があると認めるときは、当該売付申込時間を臨時に変更することができ

る。 

（２） 売付申込方法 

バイインの買付けに対する売付けの申込みは、当社が適当と認める方法により当社

に通知することにより行うものとする。この場合において、現物清算参加者は、当該

売付けの申込みが顧客の委託に基づくものか自己の計算によるものかの別を当社に対

し明らかにしなければならない。 

（３） 売付申込数量の単位 

売付申込数量の単位は、当該銘柄の指定金融商品市場における売買単位に準じて当

社が定めた数量とする。 

（４） 売付申込値段の単位 

売付申込値段の単位は、当該銘柄の指定金融商品市場における呼値の単位に準じて

当社が定めた単位とする。 

（５） 売付申込値段の制限 
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売付申込値段は、バイインによる売買を行う日の一定の順位により選択された指定

金融商品市場（取引所金融商品市場に限る。）における最終値段（指定市場開設者

の定める気配表示が行われているときは、当該最終気配値段を含み、当該バイインを

行う日に最終値段（当該最終気配値段を含む。）がないとき又は業務方法書第６４条第

３項各号（第４号を除く。）に掲げる日の２日前若しくは前日においては当社がその都

度定める値段とする。）と当該値段からその１０％相当額を加えた値段の範囲内の値段

とする。ただし、当社は、必要があると認めるときは、当該売付申込値段の範囲を臨

時に変更することができる。 

２ 業務方法書の取扱い第１１条第３項の規定は、前項第５号の一定の順位について準用

する。この場合において、同条第３項中「当該前日が」とあるのは「バイインによる売

買を行う日が」と読み替えるものとする。 

 

（バイインによる売買の対当順位及び約定値段） 

第１６条 バイインによる売買は、買付けの申込みに対して、売付申込値段の低い売付け

の申込みから順次対当させるものとする。この場合において、売付申込数量が買付申込

数量を超えることとなる値段の売付けの申込みの対当順位は、次のとおりとする。 

（１） 売付けの申込みを行っている現物清算参加者単位により当該値段による申込数

量の多い現物清算参加者から少ない現物清算参加者の順序（申込数量が同一の現物清

算参加者については抽選による。）で最小単位をそれ以外の部分の数量に優先させ、対

当させる。 

（２） 最小単位以外の数量については、現物清算参加者単位でその数量に比例させ、

対当させる。ただし、最小単位未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 

（３） 前号ただし書の規定により切り捨てた分については、切捨数量の多い現物清算

参加者から最小単位を順次対当させる。ただし、その数量が同一の現物清算参加者に

ついては、抽選により対当させる。 

２ バイインによる売買の約定値段は、前項の規定により売買が成立する売付申込値段の

うち最も高い値段とする。 

３ バイインの買付けの申込みの数量に、それに対する売付けの申込みの数量が満たない

場合における当該買付けの申込みの対当順位は当社が定める。 

 

付  則 

１ この規則は、平成１５年１月１４日から施行する。 

２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法律第１２８号）附則第７条第１項の規定

によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新株引受権付社債は、それぞれ、転換
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社債型新株予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債とみ

なして、この規則を適用する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年２月２日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年３月９日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、当社が定める日から施行する。 

２ この改正規定施行の日に日本証券業協会において登録取消しとなり、かつ、他の指定

有価証券市場に上場されなかった銘柄については、改正後の第２条又は第１０条の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

 （注）第１項の「当社が定める日」は平成１６年１２月１３日。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１７年６月１０日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１８年１月３０日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成

１７年法律第８７号）第１０５条の規定によりなお従前の例によるとされた合併による

解散により上場廃止となった銘柄については、なお従前の例による。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１９年９月３０日から施行する。 
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付  則 

 この改正規定は、平成１９年１１月１日から施行する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２１年１月５日から施行する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成２１年１１月１６日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項第１号及び第２号の規定は、この改正規定施行の日以後に当社

が債務の引受けを行う清算約定の決済に係る取扱いから適用する。 

３ 改正後の第４条第３項の規定は、平成２１年１１月１９日に決済を行う銘柄に係る取

扱いから適用する。 

４ 改正後の第１０条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる銘柄にかかるバイイン請求

については、なお従前の例による。 

（１） 平成２１年１１月１６日、同月１７日又は同月１８日が業務方法書第６４条第３

項各号に掲げる日のいずれかに該当する銘柄 

（２） この改正規定施行の際、現に改正前の第１０条第１項第３号に規定する銘柄に該

当する銘柄 

５ 改正後の第１５条第１項第５号の規定は、平成２１年１１月１９日以後に業務方法書

第６４条第３項各号に掲げる日のいずれかに該当する銘柄に係るバイインによる売買の

売付申込から適用する。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成２２年７月１６日から施行する。 

 


